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１ 目的と背景 

 本市においては、令和４年度から令和１３年度までを計画期間とする奈良市第５次総合計画を策定

し、設定した都市の将来像に向けて取り組む施策を体系的に示すための５年間の前期推進方針を策定

している。 

前期推進方針の計画期間が令和８年度で終了するため、令和９年度からの後期推進方針を策定する

必要がある。 

この「奈良市第５次総合計画後期推進方針策定支援業務」（以下「本業務」という。）は、社会経済

情勢の変化を踏まえ、全庁的な取組及び市民の参加を図りつつ、実効性の高い後期推進方針を策定す

ることを目的とする。 

 

２ 趣旨 

本業務の入札については、この説明書に記載した事項を熟知のうえ、入札すること。 

 

３ 入札概要 

項目 日時 

公告 ５月２１日（水） 

入札参加申請書等の受付 ５月２２日（木）から６月４日（水）まで 

※土、日、祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午か

ら午後１時までを除く） 

質問受付 ５月２２日（木）から５月３０日（金）まで 

質問に対する回答 

※公開先 

奈良市公式ＨＰ 

［https://www.city.nara.lg.jp/］ 

６月５日（木） 

入札参加資格審査結果通知 ６月１１日（水） 

業務提案書及び入札書受付 ６月１１日（水）から６月２０日（金）まで 

プレゼンテーション審査 ６月２６日（木）以降 

※実施日時は「入札参加資格審査結果通知」にて通知。 

開札 ６月２６日（木）午前１０時 

落札者決定通知 ７月上旬 

※日時等の変更、また追加情報については、随時奈良市ホームページにおいて掲載する。 
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４ 業務範囲 

  (1) 業務内容 

奈良市第５次総合計画後期推進方針の策定支援 

(2) 業務の実施 

本市総合計画の成り立ちをよく理解したうえで、本市担当者及び関係者と十分に協議のうえ、円

滑に本業務を実施すること。 

なお、本業務の実施にあたっては、次の点に特に留意すること。 

(ア)計画については、状況により都度変更が生じる場合があるため、その際は、本市担当者と協議

を行い、対応すること。 

(イ)その他、必要となる事項については、本市担当者と協議のうえ、対応すること。 

(3) 仕様 

詳細は「（別添１）奈良市第５次総合計画後期推進方針策定支援業務委託 仕様書」（以下「仕様

書」という。）のとおり 

 

５ 契約方法 

(1) 契約名 

奈良市第５次総合計画後期推進方針策定支援業務委託 

(2) 契約期間 

契約日 ～ 令和９年３月３１日 

(3) 契約条項 

（別添２）契約書（案）（以下「契約書」という。）のとおり 

 

６ 参加資格要件 

本入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たしている事業者とする。なお、複数の事業者

による共同参加は認めない。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

(2) 奈良市建設工事等入札参加者入札参加停止措置要領または奈良市物品購入等の契約に係る入札

参加停止措置要領に基づき、指名停止を受けていないこと。 

(3) 市税（奈良市外の事業者にあっては国税）を滞納していないこと。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者（会社更生

法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を

除く。）であること。 

(5) 奈良市暴力団排除条例（平成２４年奈良市条例第２４号）第６条に規定する措置の対象でないこ

と。なお、本市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書（平成２２年４月１日発効）に基

づき、所轄警察署長に照会する場合がある。 

(6) 市区町村において総合計画策定等業務の受託実績（令和元年８月１日から令和７年３月３１日の
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間に受託し完了した業務）を有していること。受託実績は、本体業務を受託した実績であり、アン

ケート調査等の業務の一部のみを受託した実績は含まないこと。 

 

７ 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(1) 契約締結日までに前記「６参加資格要件」を満たさなくなった場合 

(2) 期限までに提出書類が提出されない場合 

(3) ２案以上の提案をした場合 

(4) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(5) 著しく信義に反する行為があった場合 

(6) 契約を履行することが困難と認められる場合 

(7) 提出書類の記載内容が法令違反等著しく不適当である場合 

(8) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

(9) 提出書類に不備がある場合（軽微な場合を除く。） 

 

８ 質問の受付及び回答 

この入札説明書、仕様書又は契約書に対し質問がある場合は、「17 問合せ先」まで提出すること。

ただし、落札者決定後に不知又は不明を理由とする異議を申し立てることはできない。 

(1) 受付方法 

メールにて必要事項を明記のうえ、「（様式第１号）質問書」を添付ファイルとして送信し、電話

にて到達確認の連絡を行うこと。（来訪・遠隔会議等による問い合わせには対応しない。）メールの

件名を「奈良市第５次総合計画後期推進方針策定支援業務に関する質問」とし、本文に「名称」「担

当者名」「電話番号」「メールアドレス」を明記すること。 

(2) 受付期間 

令和７年５月２２日（木）から５月３０日（金）午後５時まで 

(3) 質問に対する回答 

令和７年６月５日（木）に、奈良市ホームページにおいて掲載する。 

 

９ 入札参加申請書類に関する事項 

(1) 提出書類 

① （様式第２号）入札参加申請書 

② （様式第３号）業務経歴書及び添付書類（契約書の写し） 

③ 令和７年度・令和８年度・令和９年度奈良市物品購入等入札参加資格者でない者にあっては、

次の納税証明書（提出日前３か月以内に発行されたもの。写し可。） 

ア 奈良市内の事業者（奈良市外の事業者で市内に支店・営業所を有するものを含む） 

・当該年度と過去２年度分の法人市民税の納税証明書 
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・当該年度と過去２年度分の固定資産税の納税証明書 

 ※提出時において当該年度が確定していない場合は、過去２年度分 

イ 奈良市外の事業者 

・当該年度と過去２年度分の法人税の納税証明書（その３又はその３の３） 

※提出時において当該年度が確定していない場合は、過去２年度分 

④ 令和７年度・令和８年度・令和９年度奈良市物品購入等入札参加資格者でない者にあっては、 

（様式第４号）奈良市暴力団排除条例に基づく照会用紙 

(2) 提出部数 

各１部 

(3) 提出期間 

令和７年５月２２日（木）から６月４日（水）午後５時まで 

(4) 提出方法 

郵送又は持参で提出すること。 

持参の場合、上記提出期間の開庁日午前９時から午後５時までの間に持参すること。 

郵送の場合は、書留等の配達記録が残る方法にて、提出期間内に必着とする。また、郵送で提出

した旨を後記「17 問合せ先」まで電話連絡し、到達確認をすること。 

(5) 提出場所 

「１７  問合せ先」に記載の場所 

(6) 入札参加資格審査結果通知書 

入札参加資格の審査結果は、令和７年６月１１日（水）までに参加申請書に記載のメールアドレ

スまでメールにて通知する。なお、参加資格の確認がされた入札参加者数等の情報は公表しない。 

 

10 入札保証金に関する事項 

９（６）入札参加資格審査結果通知書に記載する指定する期日までに、奈良市契約規則（昭和４０

年奈良市規則第４３号）第４条の規定に基づき所定の入札保証金を納付すること。ただし、同条第２

項第２号に該当する場合は免除する。 

 

11 業務提案関係書類に関する事項 

(1) 提出書類及び提出部数 

①  提案書（任意様式。必要な場合は添付資料） 

 ※「（別添３）提案書作成要領」を参照して作成すること。 

提出部数：８部 

②  （様式第５号）業務の実施体制調書又は任意様式 

※体制表には、具体的な役割が明確になるように記載すること。また、

分析に関する資格その他策定支援にあたり有用な資格を有する場合

は、資格欄に記載すること。 

提出部数：８部 

③  業務履行スケジュール（任意様式） 提出部数：８部 
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④  （様式第６号）辞退届  ※該当する場合のみ 提出部数：１部 

⑤  （様式第７号）委任状 提出部数：１部 

(2) 提出期間 

令和７年６月１１日（水）から６月２０日（金）午後５時まで 

(3) 提出方法 

郵送又は持参で提出すること。なお、郵送は、書留等の配達記録が残る方法にて、提出期間内に

必着とする。また、郵送で提出した旨を後記「17 問合せ先」まで電話連絡し、到達確認をするこ

と。持参する場合は、事前に「17 問合せ先」まで電話連絡して調整すること。 

(4) 提出場所 

「17 問合せ先」に記載の場所 

(5) 履行義務 

提出された提案書の中で、評価対象となった事項は履行義務が生じることとなる。このことを認

識した上で、提案書を作成すること。 

(6) 入札を辞退する場合 

「（様式第２号）入札参加申請書」を提出した者で、本入札に参加しないことになった場合は、

令和７年６月１８日（水）午後５時までに、「（様式第６号）辞退届」を提出すること。 

 

12 審査方法 

(1) 審査の種類 

本入札は、提案書審査とプレゼンテーション審査による選定とする。参加事業者が１者の場合も、

所定の審査の上、決定するものとする。 

(ア)提案書審査 

「11(1) 提出書類」に基づいて書類審査を行い、全ての項目を満たしている者をプレゼンテー

ション審査の対象として選定する。 

(イ)プレゼンテーション審査 

プレゼンテーション審査の対象として選定された事業者を対象に、プレゼンテーション（約２

０分）を実施し、「（別添３）提案書作成要領」及び「（別添４）審査項目」に基づく審査を行う。

なお、評価方法については「（別添５）落札者決定基準」を確認すること。 

(2) 審査に関するスケジュール 

「３ 入札概要」にて示すとおり 

(3) 審査結果 

審査結果については、（１）（ア）及び（イ）の審査に参加したすべての事業者に通知する。 

 

13 入札に関する事項 

   奈良市物品購入等郵便入札試行要領に基づく郵便入札とする。 

(1) 入札書の郵送方法 

① 郵便入札に参加する者は、「（様式第８号）入札書」を、（２）の到達期限までに、一般書留又は
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簡易書留により、（３）の送付先へ郵送する。この場合において、郵送に要する費用は、入札参加

者の負担とする。 

② 「（様式第９号）郵便入札用封筒記載例」のとおり記載した封筒に入札書を入れ、封かんし、「奈

良市第５次総合計画後期推進方針策定支援業務に係る入札書在中」の表記を記載するものとする。 

③ 入札書郵送後において、開札執行までは入札辞退を認めるものとする。この場合において、辞

退の申出は、「（様式第６号）辞退届」によるものとする。 

④ 入札保証金を必要とする場合は、入札保証金を納付したことを確認できる書類を封筒に同封し

なければならない。 

(2) 入札書の到達期限   

令和７年６月２０日（金）午後５時まで 

(3) 入札書の送付先（局留及び受取人） 

〒６３０－８０１２ 

奈良市役所内郵便局留 

（受取人） 

〒６３０－８５８０ 奈良市二条大路南一丁目１番１号 中央棟６階 

奈良市総合政策部総合政策課 総合政策課長 

(4) 入札書の記入方法 

入札書に記載する金額は総額とし、本業務に係るすべての費用を記載する。入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の

１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする。 

(5) 開札の場所及び日時 

開札の場所 奈良市役所 北棟２階 ２０１会議室 

開札の日時 令和７年６月２６日（木）午前１０時００分 

(6) 再度入札 

第１回目の開札において落札者がいないときは、１回に限り再度入札を行う。この場合、再度入

札を行う旨と第１回目の最低入札価格、再度入札書の到達期限を直ちに入札参加者へ通知する。 

(7) 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

① 入札に参加する資格のない者のした入札 

② 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類が同封さ

れていない入札 

③ 委任状を持参しない代理人等による入札（年間を通じて委任されている者を除く。） 

④ 入札書に記名押印のない入札 

⑤ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札 

⑥ 同一の入札参加者が２通以上の入札書を提出した入札 
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⑦ 入札金額を訂正した入札 

⑧ 入札書に業務名のない、又は間違いのある入札 

⑨ 入札書の日付が開札日でない入札 

⑩ その他市長の定める入札条件に違反した入札 

(8) 開札の立会い 

① 入札参加者の中から立会人を１名選任し、「（様式第１０号）開札立会依頼書」を送付する。 

② 開札の立会いは、入札参加者又は入札参加者から委任を受けた代理人が行う。この場合におい

て、代理人が立会いを行う場合は、「（様式第１１号）開札用委任状」を必要とする。 

③ 開札日時になっても立会人が参集しない場合は、当該開札事務執行者及び開札事務従事者でな

い職員が立ち会う。 

④ 立会人は、当該入札終了後、「（様式第１２号）開札確認書」により、公正かつ適正な入札であ

ったことを確認する。 

(9) その他 

① その他の詳細は、奈良市物品購入等郵便入札試行要領による。 

② 上記に定めのないものは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び地方自治法施行令並び

に奈良市契約規則によるものとする。 

③ 本入札資料を通じて知りえた情報は、本入札参加以外の目的では使用しないこと。 

④ 提出された書類は返却しない。また、提出書類は本入札にのみ使用し、他の目的には使用しな

い。 

   

14 入札に関する注意事項 

(1) 入札参加資格等に関して虚偽の申請を行った者が提出した入札書は無効とし、無効の入札書を提

出した者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

(2) 入札参加者が本件入札に関して要した費用は全て当該入札参加者が負担する。 

 

15 落札者の決定方法 

「（別添５）落札者決定基準」に記載のとおり 

 

16 留意事項 

  (1) 提出書類は、いかなる理由を問わず返却しないものとし、本市の定める保存期間満了後、本市の

責においてすべて処分するものとする。また、本市はこれを本入札以外では使用しない。なお、提

出書類や入札結果（落札しなかった事業者の名称、採点結果を含む。）は、奈良市情報公開条例（平

成１９年奈良市条例第４５号）により情報公開の対象となる場合がある。 

(2) 提出書類は、審査を行う作業に必要な範囲において、複製を作成する場合がある。 

(3) 本入札の参加にあたって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限定する。 

(4) 契約を締結することとなった場合、提出書類に記載された内容は、特別の理由があると本市が認

めた場合を除き、原則として変更できないものとする。 
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17 問合せ先 

〒６３０－８５８０ 奈良市二条大路南一丁目１番１号（奈良市役所） 

奈良市総合政策部総合政策課 

ＴＥＬ：０７４２－３４－４７８６   E-mail:sougouseisaku@city.nara.lg.jp 


